
大空町債権管理条例施行規則 

 

（趣旨）  

第１条 この規則は、大空町債権管理条例（平成２５年大空町条例第４１号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例に

よるほか、「課長等」とは大空町課設置条例（平成１８年大空町条例第６号）

に定める課の課長及び参事、大空町行政組織規則（平成１８年大空町規則第

１号）に定める課の課長、生涯学習課長及び参事、農業委員会事務局長、選

挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、議会事務局長、高等学校事務長

並びに学校給食センター所長をいう。 

（債権の管理） 

第３条 町の債権の管理に関する事務（以下「債権管理事務」という。）は、課

長等が行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、債権の管理に関する事務のうち条例第１１条各

号に掲げる強制執行等の措置（保証人に対して履行を請求する措置を除く。）、

条例第１３条各項に規定する債権の申出等の措置（担保の提供を求める措置

を除く。）及び条例第１７条の規定による債権の放棄に関する事務並びに他の

債権と一括して管理する必要があると町長が認める事務は、当該課長等に行

わせることができる。 

（債権管理事務の総括） 

第４条 債権管理事務の総括は、副町長が行う。 

２ 副町長は、債権管理事務の適正化及び効率化を図るため必要があるときは、

課長等に対して、必要な措置又はその管理に属する町の債権の内容及び債権

管理事務の処理状況に関する報告を求めることができる。 

（台帳の記載事項） 

第５条 条例第５条の台帳は、債権管理台帳（様式第１号）とする。 

２ 課長等は、その管理に属すべき町の債権が発生し、帰属し、又は他の課長

等から引き継がれたときは、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなけれ

ばならない。当該記載事項に変更があった場合も、同様とする。 

（滞納者に関する情報の利用又は提供） 

第６条 条例第６条の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しよ

うとする課長等からの滞納者情報照会書（様式第２号）による照会に基づい

て行うものとする。 
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２ 課長等は、前項の照会があったときは、遅滞なく、回答書（様式第３号）

により当該照会を行った課長等に回答しなければならない。 

３ 前２項の規定によることが困難である場合には、当該方法によらないこと

ができる。 

（督促） 

第７条 条例第７条の規定による督促は、別に定めがあるものを除き、督促状

（様式第４号）により履行期限後２０日以内に行うものとする。 

２ 条例第７条の規定による督促で指定する期限は、別に定めがあるものを除

き、当該督促を行う日から１５日以内とする。 

（公示送達）   

第８条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２

３１条の３第４項の規定による公示送達は、大空町広告式条例（平成１８年

大空町条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示して行うものとす

る。 

（延滞金の減免） 

第９条 条例第９条の規定によるやむを得ない事由があると認める場合は、次

に掲げる場合とする。 

（１）債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産に損失を

受けた場合 

（２）債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は

死亡したため、多額の経費を要した場合 

（３）債務者が、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護

を受けたとき、又はこれに準ずる状態であると認められる場合 

（４）債務者が失業等により著しく収入が減少した場合 

（５）債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著し

く財産の損失を受けた場合 

（６）前各号に掲げるもののほか、当該債権について納入しなかったことにつ

きやむを得ない事由があると町長が認める場合 

２ 条例第９条の規定による延滞金の減免は、当該延滞金を納入すべき者から

の延滞金減免申請書（様式第５号）による申請に基づいて行うものとする。 

３ 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上で承

認又は不承認の決定をし、延滞金減免承認通知書（様式第６号）又は延滞金

減免不承認通知書（様式第７号）により当該申請を行った者に通知するもの

とする。 

４ 減免の割合は、１０割とする。 
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（督促から強制執行等の措置を執るまでの期間） 

第１０条 条例第１１条の相当の期間は、１年を限度とする。 

（保証人に対する履行の請求の手続） 

第１１条 条例第１１条第１号の規定に基づき保証人に対して行う履行の請求

は、請求書（様式第８号）を保証人に送付することにより行うものとする。 

（履行期限の繰上げの手続） 

第１２条 条例第１２条の規定による履行期限の繰上げは、民法（明治２９年

法律第８９号）第１３７条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めに

より、これを行うことができる場合に行うものとする。 

２ 条例第１２条の通知は、履行期限繰上通知書（様式第９号）を債務者に送

付することにより行うものとする。 

（債権の申出等） 

第１３条 条例第１３条第１項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる

事由が生じたことを知った場合において行うものとする。この場合、直ちに、

そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する

執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。 

（１）債務者が強制執行を受けたこと。 

（２）債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。 

（３）債務者の財産について競売の開始があったこと。 

（４）債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。 

（５）債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。 

（６）債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をし

たこと。 

（７）債務者である法人が解散したこと。 

（８）第４号から前号までに定める事由のほか、債務者の総財産について清算

が開始されたこと。 

２ 条例第１３条第２項の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲

げるとおりとする。 

（１）国債及び地方債 

（２）町長が確実と認める社債その他の有価証券 

（３）土地及び保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車並びに建設機

械 

（４）町長が確実と認める保証人の保証 

（５）その他換価価値があると認められるもので、換価費用がその価値を超え

ないもの 
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３ 条例第１３条第２項に定めるもののほか、町の債権を保全するための必要

な措置は、債権者代位権（民法第４２３条第１項の規定に基づき行使する権

利をいう。）又は詐害行為取消権（同法第４２４条第１項の規定に基づく取消

権をいう。）の行使とする。 

（担保の保全） 

第１４条 町長は、その管理に属する町の債権について担保が提供されたとき

は、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗し得る

要件を備えるための必要な措置を執らなければならない。 

（担保及び証拠物件等の保存） 

第１５条 町長は、その管理に属する町の債権については、町が債権者として

占有すべき金銭以外の担保物（債務者に属する権利を代位して行うことによ

り受領する物を含む。次項において同じ。）及び当該債権又は当該債権の担保

に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をも

って整理し、かつ、保存しなければならない。 

２ 前項の場合において、当該担保物が有価証券又は動産であるときは、これ

らを保管すべき権限を有する現金出納員若しくは物品出納員又はこれらの者

の権限について委任を受けた会計職員の保管に付する手続を行うものとする。 

（徴収停止の手続） 

第１６条 条例第１４条の相当の期間は、１年とする。 

２ 町長は、条例第１４条の規定による徴収停止の措置（以下この条において

「徴収停止措置」という。）を執った場合は、債権管理台帳に「徴収停止」の

表示をするとともに、当該徴収停止措置の内容及び理由を記載するものとす

る。 

３ 町長は、徴収停止措置を執った後の事情の変更等により、当該徴収停止措

置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに当該徴収停

止措置を取りやめなければならない。 

４ 町長は、前項の規定により徴収停止措置を取りやめたときは、債権管理台

帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの理由を記載し

なければならない。 

（履行延期の特約等の手続） 

第１７条 条例第１５条第１項の規定による履行期限の延長は、債務者からの

履行延期申請書（様式第１０号）による申請に基づいて行うものとする。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査の上、承認

又は不承認の決定をし、履行延期承認通知書（様式第１１号）又は履行延期

不承認通知書（様式第１２号）により当該債務者に通知するものとする。 
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（履行延期の特約等に係る措置） 

第１８条 町長は、その管理に属する非強制徴収債権（自治法第２３１条の３

第１項に規定する歳入に係る債権を除く。）について条例第１５条第１項の規

定に基づき履行期限を延長する場合は、利息を付するものとする。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 

（１）債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合 

（２）履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、

既に利息を付することとなっている場合 

２ 課長等は、その管理に属する非強制徴収債権（債務名義のあるものを除く。）

について条例第１５条第１項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、当

該非強制徴収債権について債務名義を取得するための必要な措置を執らなけ

ればならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（１）債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合 

（２）履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、

既に利息を付することとなっている場合 

（３）強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著し

い支障を及ぼすこととなるおそれがある場合 

（履行延期の特約等に付する条件） 

第１９条 町長は、条例第１５条第１項の規定に基づき履行期限を延長する場

合には、次に掲げる条件を付するものとする。 

（１）当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者に対し、その業

務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又

は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。 

（２）次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該

延長に係る履行期限を繰り上げることができること。 

ア 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したと

き、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を

負担する行為をしたとき。 

イ 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、

債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。 

ウ 第１３条第１項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。 

エ 債務者が前号に規定する条件その他の当該延長に付された条件に従わな

かったとき。 

オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履

行期限によることが不適当と認められるとき。 
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（免除の手続） 

第２０条 条例第１６条の規定による免除は、債務者からの債務免除申請書（様

式第１３号）による申請に基づいて行うものとする。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査の上、承認

又は不承認の決定をし、債務免除承認通知書（様式第１４号）又は債務免除

不承認通知書（様式第１５号）により債務者に通知するものとする。 

（債権の放棄） 

第２１条 条例第１７条第４号に規定する相当の期間は、消滅時効が３年以下

の非強制徴収債権については１年とし、３年を超え５年以下の非強制徴収債

権については３年とし、５年を超える非強制徴収債権については５年とする。 

（その他） 

第２２条 この規則に定めるもののほか、債権管理に関し必要な事項は、町長

が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （大空町財務規則の一部改正） 

２ 大空町財務規則（平成１８年大空町規則第３７号）の一部を次のように改

正する。 

目次中「第９章 財産 

第１節 公有財産（第１８２条―第２０９条） 

第２節 物品（第２１０条―第２２６条） 

第３節 債権（第２２７条―第２４３条） 

第４節 基金（第２４４条―第２４９条） 」を 

「第９章 財産 

第１節 公有財産（第１８２条―第２０９条） 

第２節 物品（第２１０条―第２２６条） 

第３節 削除 

第４節 基金（第２４４条―第２４９条） 」に改める。 

  第２条中第１２号を削り、第１３号を第１２号とし、第１４号から第２３

号までを１号ずつ繰り上げる。 

  第５４条中「大空町税外諸収入金の徴収に関する条例（平成１８年大空町

条例第６１号）」を「大空町債権管理条例（平成２５年大空町条例第４１号）」

に改める。 
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http://www.city.sapporo.jp/ncms/reiki/d1w_reiki/424902100022000000MH/424902100022000000MH/424902100022000000MH_j.html#JUMP_SEQ_139
http://www.city.sapporo.jp/ncms/reiki/d1w_reiki/424902100022000000MH/424902100022000000MH/424902100022000000MH_j.html#JUMP_SEQ_141


  第９章第３節を次のように改める。 

第３節 削除 

第２２７条から第２４３条まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

債 権 管 理 台 帳 

 

１ 債務者に関する事項 

所管課等名          課       グループ 

債権の名称  

消滅時効期間          年 時効の援用 □ 必 要  □ 不 要 

債 務 者 

氏 名 又 は 

名称・代表者名 

 

生 年 月 日   年  月  日 生 性別 男 ・ 女 

住 所 又 は 

所  在  地 

（〒  ‐   ） 

 

（℡    ‐   ‐    ） 

勤  務  先 
 

（℡    ‐   ‐    ） 

保 証 人 

種    類 □ 連 帯 保 証    □ 単 純 補 償 

① 

氏  名  

住  所 

（〒  ‐   ） 

 

（℡    ‐   ‐    ） 

② 

氏  名  

住  所 

（〒  ‐   ） 

 

（℡    ‐   ‐    ） 

担 保 物 件  

種類又は銘柄  

物    件  

数    量  

評  価  額  

 



２ 収入状況等に関する事項 

債権期別 債権額(円) 
債権発生日 

(履行期限) 

督促年月日 

(指定期限) 
催告年月日 

収入年月日 

(収入金額) 

収入未済額 

(円) 

延滞金等 

(円) 

時効中断事由 

(時効年月日) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 

  ・  ・ 

( ・ ・ ) 

・  ・ 

( ・ ・ ) 
・  ・ 

・  ・ 

(     円) 
  

 

(  ・  ・  ) 



３ 債務者との折衝状況等の記録 

年月日 内  容  等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対応職員            ） 

備考 

１ 延滞金の減免、滞納処分等、強制執行等、履行期限の繰上げ、債権の申

出等、徴収停止、履行期限の特約等、債務免除、債権の放棄、不納欠損そ

の他債権管理に関する事務処理についても、適宜記録し決裁を受けること。 

  ２ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いること

ができる。 



様式第２号（第６条関係） 

 

年   月   日 

 

 

             様 

 

課長       印 

 

滞納者情報照会書 

 

次の滞納者に係る債権管理事務に必要であるため、大空町債権管理条例施行

規則第６条の規定に基づき照会します。 

 

№ 債務者氏名 住  所 生年月日 
適用 
条項 

債権の名称 照会事項 

１       

２       

３       

４       

５       

６       

７       

８       

９       

１０       

１１       

１２       

１３       

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 



様式第３号（第６条関係） 

 

年   月   日 

 

 

             様 

 

                       課長       印 

 

滞納者情報について（回答） 

 

    年  月  日付け第   号で照会がありました件について、大

空町債権管理条例施行規則第６条の規定に基づき次のとおり回答します。 

 

№ 債務者氏名 住  所 
適用 
条項 

債権の名称 回   答 

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

１０      

１１      

１２      

１３      

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 



様式第４号（第７条関係） 

 

年   月   日 

 

 

               様 

 

大空町長           印  

 

督  促  状 

債務の種類 督促（未納）金額 年度 納入通知書番号 

 
円 

 
  

 先に納入の通知をした上記の金額が納期限（   年   月   日）

までに完納されておりませんので、（   年   月   日）までに納

付してください。 

 

納付場所 

（１）大空町指定金融機関 

     網走信用金庫（本店・支店・役場派出所） 

（２）大空町収納代理金融機関 

     女満別町農業協同組合 

     オホーツク網走農業協同組合東藻琴支店 

     釧路信用組合網走支店 

     北海道銀行網走支店 

     北洋銀行網走支店 

     西網走漁業協同組合 

     ゆうちょ銀行（道内各郵便局） 

備考 

１ 必要に応じ、この処分に係る異議申立て及び取消訴訟の提起に関する事

項の教示文について記載すること。 

 ２ 必要に応じ、延滞金等について記載すること。 

 ３ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 



様式第５号（第９条関係） 

 

延滞金減免申請書 

 

年   月   日 

 

大空町長         様 

 

               住    所 

        

               氏名又は名称           印 

 

 

債務の種類  

債務の金額  

延滞金の金額  

 
上記の債務に係る延滞金について、次の理由により減免してください。 

 
（理由） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 



様式第６号（第９条関係） 

 

延滞金減免承認通知書 

 

年   月   日 

 

 

             様 

 

大空町長           印  

 

     年  月  日付けで申請のあった次の債務に係る延滞金の減免

について承認いたします。 

 

債務の種類  

債務の金額  

延滞金の金額  

 
 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第９条関係） 

 

延滞金減免不承認通知書 

 

年   月   日 

 

 

              様 

 

大空町長           印  

 

     年  月  日付けで申請のあった次の債務に係る延滞金の減

免については、承認いたしません。 

 

債務の種類  

債務の金額  

延滞金の金額  

承認しない理由  

 
 

備考 

１ 必要に応じ、この処分に係る異議申立て及び取消訴訟の提起に関する事

項の教示文について記載すること。 

２ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 

 

 



様式第８号（第１１条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考 この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を用いること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年   月   日 

 

 

             様 

 

                大空町長          印  

 

請  求  書 

 

債務の種類 督促（未納）金額 年度 納入通知書番号 

 
円 

 
  

  

債権者の氏名  

債権者の住所  

 

  あなたが保証人となっている上記債務者の(債務の種類)については、納

期限(    年  月  日)を経過しており、督促をしてもなお完納さ

れておりませんので至急納付してください。 



様式第９号（第１２条関係） 

 

  年   月   日 

 

 

             様 

 

                 大空町長           印  

 

 

履行期限繰上通知書 

 

先に納入の通知をした（債務の種類及び金額）については、納期限が   

年  月  日となっておりましたが、下記の事由により、納期限を 

  年  月  日に繰り上げますので、これにより納付してください。 

 

記 

 

（履行期限を繰り上げる事由） 

 

備考 

１ 必要に応じ、この処分に係る異議申立て及び取消訴訟の提起に関する事

項の教示文について記載すること。 

２ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 



様式第１０号（第１７条関係） 

 

履行延期申請書 

 

                          年  月  日 

 

 大空町長       様 

 

               住    所   

 

               氏名又は名称          印 

 

 

 

債務の種類   
 

元本債務の金額   

履行延期の理由   

 上記の債務について、次の条件により履行期限を延期してください。 

 
履 行 期 限 

  

  

 

（その他の事項） 

  

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 

 

 



様式第１１号（第１７条関係） 

 

履行延期承認通知書 

 

年   月   日 

 

 

             様 

 

                 大空町長           印  

 

 

年  月  日付けで申請のあった次の債務に関する履行期限の

延期について承認します。 

 

 

債 務 の 種 類   

  

債 務 の 金 額   

履 行 期 限   

延 納 利 息   

 ただし、次に掲げるときは、延長された履行期限を繰り上げることがあり

ます。 

１ 債務者が市の債権上の利益を害する行為をしたとき、又はそのおそれが

あると認められるとき。 

２ 分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。 

３ 町が債権者として配当の要求その他債権の申出をする必要があると認め

たとき。 

４ 上記のほか、債務者の資力の状況その他の事情の変更により、当該延長

に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。 

 （その他この債権を保全するために必要な事項） 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 



様式第１２号（第１７条関係） 

 

履行延期不承認通知書 

 

年   月   日 

 

 

             様 

 

                 大空町長           印  

 

 

     年  月  日付けで申請のあった次の債務に関する履行期限の

延期については、承認いたしませんので通知します。 

 

 

 債務の種類及び金額 

 

 履行期限 

 

 承認しない理由 

備考 

１ 必要に応じ、この処分に係る異議申立て及び取消訴訟の提起に関する事

項の教示文について記載すること。 

２ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 



様式第１３号（第２０条関係） 

 

債務免除申請書 

 

年   月   日 

 

 

 大空町長       様 

 

住    所      

 

氏名又は名称          印 

 

債務の種類  

債務の金額  

履行延期の特約等

をした年月日 
 

上記の債務について、次の理由により免除してください。 

（理由） 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 



様式第１４号（第２０条関係） 

 

債務免除承認通知書 

 

年   月   日 

 

 

             様 

 

                 大空町長           印  

 

 

     年  月  日付けで申請のあった下記の債務の免除について承

認いたします。 

 

記  

 

債務の種類及び金額  

  

備考 

１ 貸付金債権について、中間機関たる債務者について免除する場合にあっ

ては、その債務者の当該第三者に対する貸付金についても免除することの

条件を付すること。 

２ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 

 



様式第１５号（第２０条関係） 

 

債務免除不承認通知書 

 

年   月   日 

 

 

             様 

 

                 大空町長           印  

 

 

年  月  日付けで申請のあった次の債務の免除については、

承認いたしません。 

    

記  

 

債務の種類及び金額  

 

  承認しない理由 

 

 

 

備考 

１ 必要に応じ、この処分に係る異議申立て及び取消訴訟の提起に関する事

項の教示文について記載すること。 

２ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることが

できる。 

 


